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エグゼクティブサマリー 
 

本レポートは、特許出願において人工知能（AI）の役割を開示する必要性について、米国特許

商標庁（USPTO）、欧州特許庁（EPO）、および日本国特許庁（JPO）の 3 つの主要な法域に

おける法的義務、戦略的リスク、および実務上のベストプラクティスを包括的に分析するもの

である。「AI の使用を開示する」という明示的な要件は法域によって異なるものの、長年にわ

たる特許性要件を満たすために AI の「機能」を記述するという実務的かつ戦略的な必要性は、

すべての主要法域において高い水準へと収斂しつつあることが本分析から明らかになった。 

本レポートの核心的な結論は、現在の特許制度が人間の発明者を前提としているという厳然た

る事実にある。USPTOが人間の発明者性（inventorship ）に重点を置く一方、JPO と EPO が

技術的な再現可能性を重視するという相違点はあるが、成功するグローバル特許戦略は、これ

らの要件の中で最も厳格なものを満たさなければならない。したがって、AI の役割を明示的に

記述する義務が法的に存在するか否かという問いに対する実践的な答えは、単なる法解釈の問

題ではなく、グローバルな権利保護と長期的な特許の有効性を確保するための戦略的な選択の

問題となる。本レポートは、この複雑な状況を乗り切るための詳細な指針を提供するものであ

る。 

 

第 I 部 基盤：AI 時代における人間の発明者性の確立 
 

開示に関する議論全体の根底にある、交渉の余地のない法的基礎、すなわち「発明者は人間で

なければならない」という原則を確立することから始める。この原則が世界的な訴訟を通じて

いかに確立され、法的・戦略的な議論全体が AI の貢献から人間の貢献へと焦点を移さざるを得

なくなったのかを探る。 



 

1.1 「自然人」の原則：DABUS 事件から得られたグローバルコンセンサス 
 

スティーブン・セーラー博士が「DABUS」と名付けた AI システムを発明者として特許出願を

試みた一連の DABUS事件は、AI と特許法の交差点における画期的な事例となった 1。これら

の出願は、USPTO、EPO、英国最高裁判所を含む世界中の主要な特許庁および裁判所によって

一貫して拒絶された 3。 

この分析において極めて重要なのは、これらの決定が AI の創造的可能性を評価したものではな

く、既存の特許法の厳格な解釈に基づいていたという点である。例えば、米国特許法における

「個人（individual）」という文言の使用や、欧州特許条約（EPC）における発明者が法的能力

を有するという要件は、いずれも人間を発明者として想定して起草されたものである 3。これ

らの法制度は、AI が自律的に発明を行う現代の技術的現実を予期していなかった。この一連の

拒絶は、現行法の下では人間以外の存在が発明者として認められる道が閉ざされていることを

明確に示した。 

注目すべき法域ごとのニュアンスとして、ドイツ連邦特許裁判所が示した見解が挙げられる。

同裁判所は、発明者として自然人を記載しつつ、AI が発明の過程に「関与した」旨を付記する

ことを許容する可能性を示唆した 2。これは、発明者性の要件を遵守しつつ、技術的現実をあ

る程度反映させるための一つの妥協案と言えるかもしれない。 

DABUS戦略が世界的に失敗したことは、決定的な転換点となった。これにより、現行法下で

の非人間発明者という概念は完全に否定された。この結果、発明者や法律実務家は戦略的な方

向転換を余儀なくされたのである。問題はもはや「私の AI は特許を取得できるか？」ではな

く、「AI の支援を受けて人間である私がいかにして発明の特許を確保できるか？」へと変化し

た。このパラダイムシフトは、USPTOなどが後に発表するガイダンスに直接的な影響を与え

た。これらのガイダンスは、AI 自体ではなく、AI を使用した「人間」の貢献に焦点を当てて

いる 6。これにより、特許制度の枠組み全体が、AI を創造主ではなく、人間が使用する高度な

ツールとして位置づけることになった。 

 

1.2 人間の貢献の閾値：「重要な貢献」の定義 
 

発明者が自然人でなければならないという原則が確立されたことで、次の焦点は、AI 支援発明

において人間がどの程度の貢献をすれば「発明者」として認められるのか、という問題に移

る。 



 

1.2.1 詳細分析：USPTO による Pannu 要因の適用 

 

USPTOが 2024 年 2 月に発表した発明者性に関するガイダンスは、この問題に対する最も明

確な指針を提供している 6。このガイダンスの中核は、共同発明者性を判断するために以前か

ら存在していた判例（ 

Pannu v. Iolab Corp.）の要因を、AI 支援発明の文脈に適用する点にある 10。 

Pannu 判決で示された要因は、特に発明の「着想（conception ）」への貢献を重視している 
13。ガイダンスは、この抽象的な法的基準を具体的なシナリオに落とし込んでいる。例えば、

単に AI に問題を提示するだけでは発明者としての貢献とは見なされない 6。しかし、特定の解

決策を引き出すために、具体的かつ的を絞ったプロンプトを構築する行為は、「重要な貢献」

と見なされる可能性がある 6。同様に、AI の出力を単に認識し、それが発明性を持つと評価す

るだけでは不十分であり、その出力を受け取って、クレームされた発明を完成させるために重

要な修正や追加を行うことが求められる 10。 

 

1.2.2 比較分析：JPO および EPO における暗黙の基準 

 

JPO と EPO は、USPTOの Pannu 要因のような AI 支援発明に特化した明示的な枠組みを現時

点では有していない。しかし、両庁が重視する技術的な再現可能性や実施可能性の要件は、人

間の指示と知的制御が発明の根幹にあることを暗黙のうちに要求している。 

EPO は、指定された発明者が自然人でなければならないことを確認しており 16、これは発明の

源泉が人間にあるという基本的な立場を示している。一方、JPO は、発明の詳細な説明におい

て、入力データと出力データの間の「相関関係等」を人間が定義し、説明することを求めてい

る 17。これは、発明の技術的論理を構築し、その有効性を立証する責任が人間にあることを示

唆しており、間接的に人間の知的貢献を要求していると言える。 

USPTOのガイダンスがプロンプト構築を潜在的な発明行為として明確に位置付けたことは、

実務に新たな、そして極めて重要な証拠要件をもたらした。第一に、企業は従来の実験ノート

を超える記録管理を求められる。AI 支援プロジェクトにおいては、プロンプト設計の反復プロ

セス、特定の AI モデルや学習パラメータを選択した理論的根拠、そして AI の出力を最終的な

クレーム発明へと昇華させるために行われた知的作業のステップを記録する、正式な「発明者

性記録（Inventorship Record ）」の導入が不可欠となる。 



第二に、これにより「プロンプトエンジニアリング」というスキルが、単なる技術的な作業か

ら、法的に重要かつ特許性を左右しうる活動へと格上げされた。最後に、これは AI システムと

の人間の対話の質と具体性が、今や特許性の中心的な要素となったことを意味する。この対話

の軌跡を綿密に文書化しなかった場合、将来的に不適切な発明者性を理由とする特許無効の主

張に対して脆弱になるという、重大なビジネスリスクを生み出すことになる。 

 

表 1：人間の貢献度分析フレームワーク（AI 文脈における Pannu 要因） 
 

Pannu 判決の抽象的な法的要因を、研究開発チームが実践的に利用できるチェックリストに変

換することで、法理論と実務の間の溝を埋めることができる。このフレームワークは、IP カウ

ンセルが発明者インタビューを行う際に、USPTOの発明者性テストを満たすために必要な具

体的な事実を引き出すためのツールとして機能する。 

Pannu 要因 AI 支援発明に関す

る指針的質問 
十分な貢献の例 不十分な貢献の例 

1. 発明の着想に何ら

かの重要な方法で貢

献したか 

人間は、AI を検証

または実装のツール

として使用し、解決

策の「明確かつ恒久

的なアイデア」を形

成したか？ 

特定の問題を解決す

るための新規なニュ

ーラルネットワーク

アーキテクチャの設

計。非自明な結果を

引き出すための独自

の学習データセット

のキュレーションと

構造化。最初の問題

定義からは自明でな

い解決策へと AI を
導く一連の高度なプ

ロンプトの作成。 

一般的な問題を特定

し、AI に「解決

策」を求めるだけ。

市販の AI モデルを

公開データセットで

使用し、最初の出力

を無修正で受け入れ

る。単に研究に資金

を提供したり、AI
システムを所有した

りするだけ。 

2. その貢献は、発

明全体から見て質的

に些細なものではな

いか 

人間の貢献がなけれ

ば、クレームされた

発明は完成しなかっ

たか？ 

AI の出力に含まれ

る重大な欠陥を特定

し、それを修正する

ための技術的解決策

AI の出力のタイプ

ミスを修正する、ま

たは既知のコンポー

ネントを追加するな



を考案。AI が提案

した複数の断片的な

アイデアを、新規か

つ非自明な方法で統

合し、実用的なシス

テムを構築。 

どのルーチン的な作

業。 

3. 単に周知の概念

や技術水準を説明す

る以上のことをした

か 

人間は、当業者が容

易に思いつかないよ

うな独自の知的イン

プットを提供した

か？ 

従来とは異なる技術

分野の知見を応用し

て AI モデルの学習

方法を改良。AI の
予測結果を解釈し、

そこから新たな科学

的法則や技術的原理

を発見。 

AI の操作方法を他

のチームメンバーに

教える。関連分野の

先行技術文献を AI
に入力データとして

提供する。 

 

第 II 部 中核分析：主要法域における開示義務 
 

本レポートの中心部分として、ユーザーの当初の問いに直接的に答えるため、詳細な比較分析

を行う。AI の役割を開示する「規定上のルール」は異なっていても、審査の「実務的な帰結」

として、出願人は同様の、高いレベルの機能的開示へと促されることを明らかにする。 

 

2.1 米国（USPTO）：明示的な義務はないが、暗黙の調査が存在する 
 

USPTOの公式な立場は、2024 年のガイダンスにおいて、AI の使用を開示する追加的な義務

を課すものではない、というものである 6。USPTOは、出願書類に記載された発明者が真実の

発明者であるという推定を維持する 6。 

しかし、この立場は、既存の規則である 37 C.F.R. § 1.56（情報開示義務）および § 11.18（合理

的な調査の義務）と合わせて理解する必要がある 7。ここには重要なニュアンスが存在する。

出願人は自発的に「私は AI を使用しました」と申告する必要はないが、出願代理人（弁理士・

弁護士）は、記載された人間が実際にすべてのクレームに対して「重要な貢献」を行ったこと



を確認するために、AI の使用状況について調査する義務を負う 7。審査段階で発明者性を理由

に拒絶されることは稀であろうが 8、特許発行後に不適切な発明者性を理由に特許が無効と判

断されるリスクは重大である。 

USPTO のこの姿勢は、戦略的なジレンマを生む。出願人は、AI 支援発明に不慣れ、あるいは

懐疑的な審査官からの精査を避けるために、AI について言及しないことを選択するかもしれな

い。これは、審査を通過するための最も抵抗の少ない道に見える。しかし、この「戦略的沈

黙」は、発行された特許に潜在的かつ致命的な欠陥を埋め込む行為となりうる。将来の特許訴

訟において、相手方当事者はディスカバリー（証拠開示手続き）を通じて、発明の創造におけ

る AI の正確な役割を徹底的に調査するであろう。その結果、記載された人間の発明者の貢献が

Pannu 要因の下で「重要」でなかったことが明らかになれば、その特許は不適切な発明者性を

理由に無効とされる可能性がある。したがって、USPTO の「明示的な義務なし」というルー

ルは安全な避難港ではなく、むしろ立証責任を審査段階から、利害が指数関数的に増大する特

許発行後の権利行使段階へと先送りする、計算されたリスクを伴う選択なのである。 

 

2.2 日本（JPO）：相関関係と経験的再現可能性への焦点 
 

JPO のアプローチは非常に実用的であり、特許法の根幹をなす実施可能要件（特許法第 36 条

第 4 項第 1 号）およびサポート要件（同条第 6 項第 1 号）に深く根差している 17。JPO の審

査基準や事例研究で示されている重要な概念は、入力データと出力データの間の「相関関係

等」を発明の詳細な説明において記述する必要性である 17。 

この相関関係が技術常識から自明でない場合、出願は要件を満たさないと判断される。例え

ば、審査事例 46 では、人の顔画像とその人が栽培した野菜の糖度との間の相関関係は技術常

識から推認できないとして、実施可能要件違反とされた 17。一方で、事例 47 のように、ウェ

ブ上の広告活動データと売上高との相関関係が技術常識から推認できる場合は、要件を満たす

と判断される 17。これは、出願人が、当業者がクレームされた技術的効果を達成可能であると

納得するのに十分な情報を提供しなければならないことを意味する。具体的には、実験データ

や理論的な説明によって相関関係を裏付けることが求められる場合がある 17。この要件は、学

習済みモデルの予測精度を検証した結果の記載を求めることにもつながる 17。 

JPO の審査フレームワークは、複雑な AI モデルの内部動作を暗黙のうちに「ブラックボック

ス」として扱っている。審査官は、特定のコードやニューラルネットワークのアーキテクチャ

そのものには（それが発明の核心でない限り）あまり関心がない。その代わり、審査の焦点

は、システムの経験的かつ観測可能な振る舞いに当てられる。したがって、開示要件は機能的

なものとなる。すなわち、出願人は、何が「入力」され、何が「出力」されるのかを明確に

し、その両者の関係（相関関係）が信頼でき、再現可能であることを審査官に納得させるため



の十分な証拠を提示しなければならない。これは、AI の内部プロセスという意味での役割を詳

述する必要はないかもしれないが、その機能的な性能、およびそれが利用するデータ間の関係

性という意味での役割を、細心の注意を払って詳述しなければならないことを意味している。 

 

2.3 欧州（EPO）：技術的再現可能性の要求 
 

EPO の基準は、EPC 第 83 条の「発明の十分な開示（sufficiency of disclosure ）」の要件によ

って規定される。2024 年および 2025 年に改訂された審査ガイドラインは、AI/ML 発明に関

して、当業者がクレームの範囲全体にわたって主張された技術的効果を再現するのに十分な詳

細を開示しなければならないことを明確にしている 16。 

この要件は、学習データに関して極めて重要な示唆を持つ。特定のデータセットそのものを開

示する必要はない（これは営業秘密保護への重要な譲歩である）が、その技術的効果を再現す

るために学習データセットの「特性」が必要とされる場合には、出願人はその特性を開示しな

ければならない 16。例えば、特定の種類の画像データで学習させることが発明の核心であるな

らば、その画像データの種類、解像度、前処理方法などの特性を記述する必要がある。さら

に、発明は単なる抽象的なアルゴリズムではなく、「特定の技術的目的」を果たさなければな

らない 22。 

EPO のアプローチは、特許クレームの広さと要求される開示の深さとの間に、直接的かつ因果

的な関係を構築している。出願人が AI モデルの非常に具体的な応用（例：「手首の X 線写真

における骨折を検出する方法」）をクレームする場合、開示は手首の X 線写真データセットの

特性を記述するだけで十分かもしれない。しかし、出願人がより広範なプラットフォームレベ

ルの発明（例：「医療画像から骨の状態を診断する方法」）をクレームする場合、開示は大幅

に詳細でなければならない。その場合、より多様なデータセットの特性を記述し、異なる種類

の画像や病状にわたって技術的効果が達成可能であることを示す証拠を提供する必要があるだ

ろう。これにより、出願人は明細書作成段階で重要な戦略的選択を迫られる。広範だが、潜在

的に営業秘密を損なうほどの詳細な開示を要求されるクレームを追求するのか、それとも実施

可能性の立証は容易だが市場保護の範囲が狭いクレームに甘んじるのか。EPO のルールは固定

された開示量を要求するものではなく、出願人の野心に直接連動するスライディングスケール

なのである。 

 

表 2：AI 開示要件に関する法域比較 
 



3 つの主要法域における複雑な法的ニュアンスを明確な比較フレームワークに集約すること

は、グローバルな特許戦略を策定する上で不可欠である。この表は、IP マネージャーや弁理士

が、自社の出願が各地域で直面するであろう異なる「テスト」を迅速に理解し、単一の「グロ

ーバル」アプリケーションを作成するか、特定の法域に合わせて出願を調整するかについて、

情報に基づいた意思決定を行うことを支援する。 

項目 米国特許商標庁

（USPTO） 
日本国特許庁

（J PO） 
欧州特許庁（EPO） 

主要な法的根拠 発明者性 (35 U.S.C. 
§§ 10 1, 115) 

実施可能要件・サポ

ート要件 (特許法第

36 条) 

発明の十分な開示 
(EPC Art. 83) 

AI 使用の明示的開

示義務 
なし（ただし代理人

には調査義務あり） 
なし（ただし機能的

な開示は必須） 
なし（ただし機能的

な開示は必須） 

審査の核心的焦点 着想への人間の重要

な貢献 
入出力データ間の検

証可能な相関関係 
技術的効果の再現可

能性 

主要な開示要件 各クレームに対する

適切な人間の発明者

の特定 

実施可能性を証明す

るためのデータ関係

性の記述 

技術的効果の達成に

必要な学習データの

必須特性の開示 

戦略的示唆 発明者性が不正確な

場合、特許発行後に

無効となる潜在的リ

スク 

発明が経験的に機能

することを証明する

必要がある 

クレームの広さに応

じて開示レベルを調

整する必要がある 

 

第 III 部 AI 支援発明のための戦略的明細書作成とグロー

バル出願戦略 
 

この最終部では、これまでの法的分析を、この分野で特許明細書を作成し、出願を遂行するた



めの実践的かつ最善のアドバイスへと転換する。ここでは、競合する利害のバランスを取り、

リスクを軽減することに焦点を当てる。 

 

3.1 開示のスペクトラム：実施可能性と営業秘密のバランスを取るための

フレームワーク 
 

特許保護と営業秘密保護は、AI モデルの重みや特定の学習データセットのような AI の中核的

構成要素に関しては、しばしば相互排他的な関係にある 24。特許を取得するという決定は、競

合他社がその発明を再現できる程度まで「秘伝のタレ」を開示することを要求する 25。AI 発明

を特許化することの利点（20 年間の市場独占権、権利行使の可能性）と欠点（秘密の喪失、

高コスト、無効化のリスク）を慎重に比較検討する必要がある 24。AI の使用が隠蔽される「未

確認の AI 発明」は、特許制度の開示機能を損なう体系的な課題として認識されている 26。 

最も価値のある発明の多くは PCT ルートを通じて国際的に出願されるため、単一の出願明細書

は、最も要求の厳しい法域での審査を乗り切れるように作成されなければならない。USPTO
の「発明者性」基準のみに合わせて明細書を作成することは、EPO と JPO の要件を満たすに

は不十分である。したがって、グローバルな出願戦略は、事実上、出願人に対して EPO（必須

のデータ特性の開示）と JPO（データ相関関係の証明）のより高い開示基準を満たすことを要

求する。このことから、ユーザーの当初の問いに対する実践的な答えが導き出される。すなわ

ち、USPTOのためには「AI を使用した」と明示的に記載する必要はないかもしれないが、強

固なグローバルな権利を確保するためには、AI の機能、それが使用するデータ、そしてその性

能について、事実上その役割を明らかにするレベルの技術的詳細を提供しなければならないの

である。この「最高公約数アプローチ」こそが、グローバルな AI 特許戦略の要となる。 

 

3.2 AI 発明のための高度な明細書作成技術 
 

法的分析を踏まえ、具体的な明細書作成のアドバイスを以下に示す。 

● 適切な抽象度での発明の記述： 抽象的に「AI」や「ニューラルネットワーク」をクレーム

するのではなく、特定の技術的実装や応用に焦点を当てたクレームを作成することが重要

である 17。発明を、ソフトウェアとハードウェア資源が協働して技術的問題を解決するコ

ンピュータ実現方法として構成するべきである 17。例えば、「学習済みモデル」そのもの

をクレームするのではなく、「ネットワークセキュリティを向上させるためのコンピュー

タ実現方法であって、ネットワークトラフィックデータを受信するステップと、前記デー



タを［特定のアーキテクチャ特徴によって特徴づけられる］学習済み畳み込みニューラル

ネットワークで処理するステップと、異常と識別されたトラフィックをブロックするステ

ップと、を含む方法」のように、具体的な技術的文脈の中に AI を位置づける。 
● 人間の貢献の文書化： 第 I 部で論じた「発明者性記録」を実務に落とし込む。人間の行動

を Pannu 要因に明確に対応付ける、同時進行の記録を作成することが推奨される。これ

には、初期の仮説、プロンプトエンジニアリングの反復プロセス、データキュレーション

に関する意思決定、そして AI の出力を洗練させるために行われた知的ステップの記録が

含まれる。この記録は、発明者の宣誓書を裏付け 7、将来の訴訟から特許を守るための重

要な内部文書となる。 
● 中核的な秘密を開示せずに発明を実施可能にする： EPO の要件に対応するため、学習デ

ータセットそのものを添付することなく、その「必須の特性」を記述する技術が求められ

る 20。例えば、データソース（例：公開データベース、社内収集データ）、データセット

の規模（例：約 10 万件の画像）、多様性（例：異なる人種、年齢層の被験者を含む）、

主要な特徴量、および前処理のステップ（例：ノイズ除去、正規化）などを記述すること

で、データセット自体を開示することなく、当業者が同様の特性を持つデータセットを準

備し、発明を再現することを可能にする。これは、AI 分野の特許実務家にとって不可欠な

スキルである。 

 

3.3 審査への対応：AI 特有の拒絶理由の予測と克服 
 

AI 関連発明の審査において頻出する拒絶理由とその対応策を以下に概説する。 

● 発明者性： 米国において、出願書類から非人間の貢献が示唆される場合、審査官は発明者

性に疑問を呈することがある 6。この際の主要な防御手段は、前述の「発明者性記録」で

ある。 
● 実施可能要件／十分な開示： これは JPO と EPO における最も一般的な争点となる。こ

れに対する防御は、実験データ、検証結果、およびデータ特性の明確な記述を含む、堅牢

な「発明の詳細な説明」セクションを準備することである 16。 
● 進歩性／非自明性： 既知の AI 技術を既知の問題に単に適用しただけでは、進歩性／非自

明性が認められない可能性が高い 17。出願人は、何が非自明であるかを強調する必要があ

る。例えば、独自のデータ前処理技術、新規なモデルアーキテクチャ、従来考慮されてい

なかったパラメータの導入、あるいは予測不能な「顕著な効果」の達成などが挙げられる 
17。 

● 特許適格性／技術的性格： 発明は、単なる抽象的アイデア、数学的方法、または「情報の

単なる提示」ではなく、技術的な応用に結びついていなければならない 15。ハードウェア

との相互作用や特定の技術的問題の解決を強調するクレームを作成することが、この拒絶

理由を克服する鍵となる 17。 



 

結論：統一戦略と将来展望 
 

本レポートの分析を統合し、明確で統一された戦略的提言を提示する。AI の役割に関する開示

を最小限に抑えるという最も抵抗の少ない道（主に USPTOを意識した戦略）は、グローバル

な特許保護と長期的な有効性にとって多くの危険をはらんでいる。最適な戦略は、機能的な開

示に関する高い基準を受け入れ、人間の発明者性を綿密に文書化し、発明が再現可能な方法で

機能することを証明する明細書を作成することである。 

将来的には、AI がより自律的になるにつれて、立法府は「自然人」という発明者の要件そのも

のを見直すことを迫られるかもしれない。しかし、予見可能な将来においては、本レポートで

分析した法的枠組みが、AI 関連発明を知的財産として保護するための主要なルールであり続け

るだろう。この複雑な環境を乗り切るためには、技術、国際特許法、そして企業戦略に対する

深く統合された理解が不可欠である。AI の役割を特許出願でどのように扱うかという問題は、

単なるコンプライアンスの問題ではなく、イノベーションの価値を最大化するための、高度に

戦略的な意思決定なのである。 
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